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起業準備に関する申立書  
 
保育所等利用申請及び保育要件の確認にあたり、現在起業準備中のため、準備活動開始日（保育所等利用申請の場

合、希望開始月）から９０日間に限り、以下の状況であることを申し立てます。 

① 準備活動の内容  

（該当するものに○印、複数

回答可）  

・司法書士または税理士が開廃業の届出準備中（    年  月  日現在） 

・個人事業の廃業後、法人登記の申請中（   年   月    日申請受理） 

・事業計画を元に出資者との協議中 

・金融機関等へ必要資本の融資を依頼中 

・各商工会、法律事務所等へ起業準備の問い合わせ中 

・その他（                            ） 

② 事業の内容  

業 種   

開 業 場 所  

従 事 内 容  

従 事 時 間 
通 常 時   分 ～   時   分  

繁忙時期  時   分 ～   時   分  

③ 起業準備であることを

確認できる書類  

・司法書士、税理士、弁護士等との打ち合わせ資料の写し  

・事業計画書の写し  ・融資申請に係る書類の写し  

・その他（         ）  

＜直近１か月の準備活動状況＞  

活動日  活動内容  主な活動  関係先  

例）◯ .◯ .◯  申請準備  税に関する届出、申請準備  宇治税務署  

    

    

    

上記のとおり相違ありません。また、下記注意事項を了解しました。          年    月    日 

氏名（起業準備中の保護者）                  

【注意事項】  
就労証明書と開業日が確認できる開廃業届出等の提出ができない場合は、支給認定期間が終了する

とともに、保育の利用申請についても無効となります。（保育の利用ができなくなります。）  
なお、保育所等利用開始後、同一年度に同事由（事業開業準備）による再申請はできません。  

子 どもの氏 名  歳 児 クラス 在 籍 （ 希 望 ） する施 設 名  

 歳 児 クラス    
 □保 育 所 枠  

 □幼 稚 園 枠  

 歳 児 クラス    
 □保 育 所 枠  

 □幼 稚 園 枠  

 歳 児 クラス    
 □保 育 所 枠  

 □幼 稚 園 枠  


